
「にいがたに動物園をつくる会」会則（案） 
 

第１条（名称） 
この会は「にいがたに動物園をつくる会」（以下「本会」という）と称する。	 	 	 	 	 	 	 	 

第２条（目的）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
本会は、新潟県（新潟市）に公営の動物園整備を求める運動を行うことを目的とする。 

第３条（事務所）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
本会の事務所は、新潟市西区内野山手１－４－１に置く。 

第４条（役員） 
本会に、次の役員を置く。 
（１）会長	 	 	 １名 
（２）副会長	 	 １名 
（３）幹事	 	 	 １０名以内 
（４）事務長	 	 １名 
（５）監事	 	 	 ２名 

第５条（顧	 問） 
本会に、顧問を置くことが出来る。 
２	 顧問は、会長が役員会に諮り、これを委嘱する。 

第６条（役員の選任） 
会長は総会において選任する。 
２	 会長以外の役員は、会員の中から本人の承諾を得て、会長が任命する。 

第７条（役員の任期） 
役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 
２	 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
３	 役員は、辞任叉は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務

を行わなければならない。 
第８条（役員の職務） 
会長は、本会を代表し、会務を総括する。 
２	 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき叉は会長が不在となるときは、その

職務を代行する。 
３	 事務局長は、本会の会計及び事務を処理する。 
４	 幹事は本会の運営に関与し、活動を推進する。 
５	 監事は、本会の会計及び業務執行状況を監査する。 

第９条（会	 員） 
本会に、会の目的に賛同し、会の構成員として運動を推進する会員を置く。 
２	 会員は、個人会員及び法人・団体会員からなる。	 	 	  



	 	 個人会員………個人の会員をいう。	 	  
	 	 法人・団体会員………企業、団体、グループ等の会員をいう。 

第１０条（入退会） 
本会の会員になろうとする者、もしくは本会を退会しようとする会員は、別に定める

入会届、退会届を会長に提出しなければならない。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
第１１条（会	 費） 
会員は、次に定める会費を納入する。 

個人会員	 	 ………	 ２，０００円以上／年	  
法人・団体会員………２，０００円以上／年	 	  

	 ２	 納入済みの会費は返還しない。 
第１２条（活動経費の無償原則など） 
本会での活動は、原則として無償とし、各会員の活動に伴う費用の弁償は行わない。 
２	 会議（総会・役員会）開催に伴う経費及び事務局経費のうち、施行細則で定める経

費は、予算の範囲内で支弁できる。 
第１３条（事業活動） 
本会の目的を達成するため、次の活動を行う。 

（１）新潟県や新潟市及び各議会への要望活動………新潟県知事、新潟市長及び新潟県議

会、新潟市議会への陳情等 
（２）署名活動の推進………ホームページ等インターネットの活用、諸団体への協力依頼、

街頭活動等による署名獲得。 
（３）本会の目的や活動状況を周知するためのマスコミへの演出、チラシの掲示、タウン

情報誌への掲載等 
（４）その他、本会の目的を達成するのに必要な事項。 
第１４条（会計年度） 
本会の会計年度は、毎年４月１日にはじまり、翌年３月３１日に終わる。 

第１５条（会議） 
本会に、次の会議を置く。 
総会………	 役員及び会員が出席する。但し、顧問に出席を求めることができる。	  

	 役員会………役員が出席する。 
第１６条（総会の種類） 

総会は、通常総会及び臨時総会とする。 
２	 通常総会は、毎年１回開催する。 
３	 臨時総会は、役員会が必要と認めた時、叉は会員の５分の１以上もしくは監事か

ら目的を示して請求があった時に開催する。 
第１７条（総会の招集） 

総会は、会長が招集する。 



２	 会長は、前条第３項に基づき請求があった時は、２０日以内に臨時総会を招集しな

ければならない。 
３	 総会を招集する場合、会議の目的、日時及び場所を記載した文書をもって、開催日

の１週間前までに会員に通知するものとする。 
第１８条（総会の議長） 
総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する。 

第１９条（総会の定足数） 
総会は、会員の２分の１以上の出席が無ければ開催することが出来ない。 

第２０条（総会の議決事項） 
事業報告、事業計画に関すること。 
２	 予算、決算に関すること。 
３	 本会の運営にかかる重要な事項に関すること。 

第２１条（役員会） 
役員会は、役員をもって構成する。 
２	 役員会は、会長が必要と認めた時、叉は監事以外の役員の５分の１以上から会議の

目的を示して請求があった時に開催する。この場合、会長は請求のあった時から１５日

以内に役員会を招集しなければならない。 
３	 役員会を招集する場合は、第１７条第３項を準用する。ただし、急を要する場合は

この限りでない。 
第２２条（役員会の定足数） 
役員会は、役員の３分の１以上の出席が無ければ開催することが出来ない。 

第２３条（役員会の議長） 
	 役員会の議長は会長が当たる。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
第２４条（役員会の議決事項） 
役員会は、次の事項について審議し、議決する。 
（１）総会に付すべき事項に関すること。 
（２）総会の議決を要しない主要な会務の執行に関すること。 

第２５条（議事録の作成） 
会議終了後、開催の日時、出席者、議決事項、発言要旨等会議の概要を記した議事録

を作成しなければならない。 
第２６条（ホームページの開設） 

常に、本会の目的とその活動状況を周知し、県民から幅広い理解と支援を得るため

に、ホームページを開設する。 
２	 ホームページには、本会にかかる幅広い最新情報の掲載に努めなければならない。 

第２７条（本会の解散） 
本会は、総会による決議をもって解散する。 



２	 解散時に残存する財産及び現金の処分は、総会決議による。なお、その内容は、

本会ホームページにより１年間公表するものとする。 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

〔附	 則〕この会則は、平成２４年１２月１３日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



「にいがたに動物園をつくる会」会則施行細則(案) 
「にいがたに動物園をつくる会」会則の施行は、会則の定めによるほか、この施行細則

による。 
第１条（会則第１０条関連） 
本会への入会手続きは、次の様式による。 

 
入	 会	 届 

 
にいがたに動物園をつくる会	 会長	 様 

 
私（当社、当団体等）は、個人会員（法人・団体会員）として、貴会に入会したく 

届出します。 
 
 

平成	 年	 月	 日 
住所（所在地） 
氏	 名（法人名・団体名及び代表者名） 
電話番号 

	  

 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２条（会則第１０条関連） 
本会からの退会手続きは、次の様式による。 

 
退	 会	 届 

 
にいがたに動物園をつくる会	 会長	 様 

 
私（当社、当団体等）は、貴会から退会したく届出します。 

 
 

平成	 年	 月	 日 
住所（所在地） 
氏	 名（法人名・団体名及び代表者名） 
電話番号 

 

 



第３条（会則第１２条） 
会費は、毎年４月中に、次の預金口座に振り込むことにより納入する。ただし、新規に

入会した場合は、入会後１ヶ月以内に納入するものとする 
〔振込先〕第四銀行白山支店	 	 	 にいがたに動物園をつくる会 

事務局長	 高杉	 健（たかすぎ けん）	 	 普通口座	 １６５９６３３ 
 
第４条（会則１３条） 
会の予算執行は次表の費目、内容に限る。但し、会の運営上不可欠であって、会長が特

に必要と認めた費用はこの限りでない。 
 

款 項 目 摘	 	 	 要 
会議費 会場借上費 

	 	 	 	 	 	 	  
飲茶購入費 

会場借上費 
 
飲茶購入費 

総会、役員会の開催に伴う経費 
※	 冷暖房費、機器借上を含む 

事務局費 通信・運搬費 
備品費 
 
 
印刷費 
 
消耗品費 
 
街頭署名活動費 

切手購入費 
パソコンソフト購

入費 
印鑑制作費 
印刷費 
 
用紙・封筒購入費 
 
街頭署名活動用品

費 

メール宅配料を含み、電話代は除く

宛名シール用に限る。 
 
会長印の制作 
外注印刷物に要する経費	 	 	  
インクジェット購入費 
 
 
幟、テーブルの作成、購入費 

 
 

〔附	 則〕この施行細則は、平成２４年１２月１３日から施行する。 
 


